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 関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所 大会議室 

○議事日程 

平成２５年１１月２５日（月曜日）午前１０時 開議 

（１）議事録署名委員の指名 

（２）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４）議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５）議案第４号 農地の買受適格証明に対する意見について 

（６）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

○出席委員（３２名） 

２番 大竹  誠 君   ３番 東山 武司 君  ４番 粟倉 秀夫 君    

６番 深川 俊朗 君   ８番 大澤 慶一 君  ９番 沼田 久男 君 

１０番 天野 邦男 君  １１番 兼村 正美 君 １２番 石木 治男 君 

１３番 篠田 権三 君  １４番 村井 雅之 君  １５番 山田 公平 君 

１６番 山本  武 君  １７番 足立 孝弘 君 １８番 中村 睦明 君 

１９番 美濃羽 久 君  ２０番 鈴木 和道 君 ２１番 土屋 尊史 君 

２２番 土屋 顯弘 君  ２３番 丹羽 喜和 君 ２４番 相宮 千秋 君 

２５番 永井 博光 君  ２６番 野村  茂 君 ２８番 長屋  芳成 君 

２９番 日置   香  君  ３０番 藤川   勝 君 ３１番 村上 忠一 君 

３２番 伊佐地鐡夫 君  ３３番 川村 信子 君 ３４番 長尾 初恵 君 

３５番 岩田 幸子  君  ３６番 武藤 隆夫 君  

 

○欠席委員（３名） 

５番 小川 亮二 君    ７番 加藤 徹 君   ２７番 林 修美 君  

   

 

○委員以外の出席者 

農業委員会事務局長    玉田 和久 君  農業委員会事務局課長補佐 長尾 成広 君 

農業委員会事務局主任主査 津谷 和子 君  板取事務所 課長補佐   黒野 幸男 君 

洞戸事務所 係長     古田 考幸 君  武芸川事務所 主任主査  永井 治美 君 

武儀事務所 課長補佐   川島 友教 君  上之保事務所 主事    加藤 恵子 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君）これから農業委員会総会を始めさせていただきます。まず、市

民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

（市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。はじめに深川俊朗会長からご挨拶をお願いします。 

○議長（深川俊朗君）５年後の減反政策の廃止や、経営所得安定対策交付金の１/２カットなど

が予測され厳しい農政の先行きが心配されますが、この農閑期に集落で話し合いを設け、組織づ

くりの強化に努めていただきたいです。 

中間管理機構につきましても、いよいよ企業が農業に参入するという実態の中で、そのような状

況が地域に芽生えましたら、農業委員さんにも協力していただき農地の有効利用に活躍していた

だきたいと考えております。 

○事務局長（玉田和久君）議長が話されましたとおり、減反政策が廃止されるとか、米の所得補

償を半分にすると報道されていますが、正確な情報が通達されましたら農業委員さんにもいろい

ろご相談したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君） ただ今から関市農業委員会総会を開催します。本日は、５番 小川亮二委

員、７番 加藤 徹委員、２７番 林 修美委員 が欠席ですが、会議規則第８条により委員の過

半数の出席により総会が成立しました。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

２６番 野村 茂委員、２８番 長屋芳成委員のお二人にお願いします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請につきまして事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので、審議

を求めます。 

議案の１ページをお願いします。 

１番の案件は位置図が１ページになります。 

所有権移転で申請地は、西田原地内､めぐみの農協田原支店の北西７５０m ほどに位置する農振

農用地である田、２１０２㎡です。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難のため、譲受人の申し

出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

２番の案件は位置図が２ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内､あかつき幼稚園の南西４００m ほどに位置する農振農用地

である田、３３１３㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大のため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、農業経営が困難

のため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

３番の案件は位置図が３ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内､あかつき幼稚園の南西４００m ほどに位置する農振農用地

である田、１７７２㎡です。 

譲受人は、農業経営の拡大のため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、農業経営が困難
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のため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をし、田で農地性有りと確認しました。 

この案件の審議につきましては、譲受人である大澤委員には審議の際、退出していただきます。 

４番の案件は位置図が４ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町小知野地内､武芸川体育館北西１１０m ほどに位置する登記地

目が山林、現況地目が畑、５６㎡です。 

譲受人は、譲渡人の強い希望により、申請地の西側の土地と等価交換し、農業経営の安定を図り

たいというもの。譲渡人は、住宅敷地拡大のため、申請地の自分の土地と等価交換するため、譲り

渡したいというものです。    

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。５条１４番と同時許可案

件になります。 

以上、所有権移転に関するもの４件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○ 議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○ ４番（粟倉秀夫君） １番について異議ありません。 

○ ８番（大澤慶一君） ２番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君）  ２番について欠席の７番加藤さんからも異議なしと伺っております。 

○２４番（相宮千秋君）  ４番について異議ありません。 

○  議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号の１番、２番、４番の３件に

ついて、原案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

○議長（深川俊朗君）続きまして３番の案件ですが、譲受人である大澤委員に退出していただきま

す。 

（大澤委員退出） 

担当委員の意見をお聞きします。 

○１０番（天野邦男君） ３番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号の３番の案件について、原案

のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の３番の案件を原案のとおり許可することといたします。大澤委員に入

室していただきます。 

（大澤委員入室） 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務局

の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第２号 農地法第４条の規定により、下記農地の申請がありま

したので意見を求めます。 
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議案は３ページになります。 

１番の案件は申請者が死亡のため、取り下げます。 

２番の案件は位置図が６ページになります。 

申請地は、塔ノ洞地内、東山公民センターの北西５９０ｍほどに位置する田、４４２８㎡のうち

３００㎡です。 

申請人の息子夫婦は、現在アパート住まいであり、家族が増え住居が手狭になってきたため、申

請人が新たに自己用の住宅を建築したいというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しました。隣接農地の承諾書の添付

があります。 

農地の区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業

務上必要な施設で、集落に接続しているもののため第１種農地と判断します。 

以上１件について、ご審議をお願いします。 

○ 議長（深川俊朗君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１２番（石木治男君）１番について異議ありません。 

○ 議長（深川俊朗君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第２号の１件について、原案のとお

り岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について事務局の

説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので、意見

を求めます。 

 議案は４ページになります。 

１番の案件は位置図が７ページになります。 

所有権移転で申請地は、肥田瀬地内、桜ヶ丘ふれあいセンターの東６９０ｍほどに位置する登記

地目が田、現況地目が畑、一部雑種地、５７８㎡です。 

譲受人は、申請地の東隣にアパート経営をしており、駐車場が手狭になってきたため、申請地を

譲り受け、駐車場の拡張をしたいというもの。譲渡人は、高齢により農業経営が困難になってきた

ため、譲受人の申し出に応じるというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件は位置図が９ページになります。 

所有権移転で申請地は、西田原地内、ふる里農園美の関の北３６０ｍほどに位置する畑、１８９

㎡、及び登記地目が宅地、現況地目が畑、２９．４７㎡です。 

譲受人は、現在賃貸住宅に居住しており、住居が手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自

己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 
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３番の案件は譲渡人が死亡のため、取り下げます。 

４番の案件は位置図が１１ページになります。 

所有権移転で申請地は、倉知地内、下倉知公民館の北１２０ｍほどに位置する登記地目が畑、現

況地目が雑種地２４１㎡のうち４１．６５㎡です。測量図の添付があります。 

譲受人は、申請地を譲り受け、自家用駐車場にしたいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に

応じ譲り渡すというものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

５番の案件は位置図が１２ページになります。 

所有権移転で申請地は、下有知地内、下有知ふれあいセンターの南東１２０ｍほどに位置する畑 

２筆７４４㎡です。 

譲受人は、申請地が小学校に近く、宅地分譲に適していると考え、申請地を譲り受け、宅地分譲

をしたいというもの。譲渡人は、申請地周辺に住宅が多く、農薬散布などに支障をきたしていたと

ころ、譲受人から宅地分譲したいという申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、水管、下水道管が埋設されている沿道の区域で、申請地からおおむね５００ｍ以

内に、下有知小学校、下有知保育園など教育施設が２箇所以上あるため、第３種農地と判断します。 

６番の案件は位置図が１３ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は東貸上地内、関信用金庫本店の西６０ｍほどに位置する登記地目が田、

現況地目が畑、２筆８９７㎡です。 

賃借人は、北隣で経営予定の葬祭場の駐車場が、自己敷地では不足すると予想されるため、申請

地を借り受けて、駐車場を建設したいというもの。賃貸人は、高齢により、農業経営が困難になっ

てきたところ、賃借人の駐車場として賃借したいという申し出に応じるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

賃貸借の期間は、１５年間としています。 

７番の案件は位置図が１４ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は東本郷地内、中濃厚生病院の東２０ｍほどに位置する農振農用地であ

る田、１６０３㎡です。 

賃借人は、中濃厚生病院増床整備工事にあたり、工事用敷地が手狭であり、申請地を借り受けて、

工事用残土置場及び工事関係者の駐車場として利用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出

に応じるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

賃貸借の期間は、平成２８年３月３１日としています。 

８番の案件は位置図が１５ページになります。 

所有権移転で申請地は、側島地内、保戸島公民センターの北東９０ｍほどに位置する畑、２筆 

４５８㎡です。 

譲受人は、現在申請地西側で製造業を営んでおり、現在従業員増加により、駐車場が手狭になっ

てきたため、申請地を譲り受け、駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、申請地への出入りが
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大変不便なことや農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

９番の案件 位置図は１６ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、保明地内、保戸島公民センターの東３６０ｍほどに位置する農振農

用地である田、３１５５㎡です。 

賃借人は、砂利採取業を営んでおり、申請地を借り受けて、砂、砂利等の採取を行いたいという

もの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

賃貸借の期間は、１年間としています。 

１０番の案件は位置図が１７ページになります。 

所有権移転で申請地は、広見地内、広見インターチェンジの北西４５０ｍほどに位置する田、 

１４２６㎡です。 

譲受人は、申請地を、自分が役員をしている印刷会社に駐車場として貸すため、申請地を譲り受

け、駐車場を整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１１番の案件は位置図が１８ページになります。 

使用貸借権の設定で申請地は小瀬地内、瀬尻小学校の西５０ｍほどに位置する畑、９．９１㎡で

す。 

使用借人は、申請地の東側に居住しており、庭の用地が手狭なため、申請地を借用し、庭として

利用したいというもの。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ貸し付けるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、水管、下水道管が埋設されている沿道の区域で、申請地からおおむね５００ｍ以

内に、瀬尻小学校、瀬尻保育園など教育施設が２箇所以上あるため、第３種農地と判断します。 

使用貸借の期間は、３０年間としています。 

１２番の案件は位置図が１９ページになります。 

賃貸借権の設定で申請地は、小屋名地内、西部支所の北東２６０ｍほどに位置する農振農用地で

ある田、９１７７㎡です。 

賃借人は、砂利採取業を営んでおり、申請地を借り受けて、砂、砂利等の採取を行いたいという

もの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じるというものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しました。 

賃貸借の期間は、１年間としています。 

１３番の案件は位置図が２０ページになります。 

所有権移転で申請地は、小屋名地内、西部保育園の東１３０ｍほどに位置する畑、１７６㎡です。 

譲受人である息子は、申請地の隣接地に居住しており、物置が手狭になってきたため、申請地を

譲り受け、庭及び物置を設置したいというもの。譲渡人である父は、息子の申し出に応じ譲り渡す

というものです。 
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１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１４番の案件は位置図が２１ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町小知野地内､武芸川体育館北西１００m ほどに位置する登記地

目が山林、現況地目が畑、４９㎡です。 

譲受人は、申請地の西隣に居住しており、申請地の西側の土地と等価交換し、住宅敷地の拡充を

図りたいというもの。譲渡人は、譲受人の強い要望により、申請地の自分の土地と等価交換するた

め、譲り渡したいというものです。    

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、住宅、事業施設が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

３条４番と同時許可案件になります。 

１５番の案件は位置図が２２ページになります。 

所有権移転で申請地は、武芸川町谷口地内､武芸小学校の東４０m ほどに位置する畑、２筆 

５９５㎡です。 

譲受人は、現在居住している賃貸住宅が手狭になってきたため、申請地を譲り受け自己のための

住宅を建築したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難のため、譲受人の申し出に応じるという

ものです。      

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しました。 

農地の区分は、水管、下水道管が埋設されている沿道の区域で、申請地からおおむね５００ｍ以

内に、小学校、医院など教育施設等が２箇所以上あるため、第３種農地と判断します。 

１６番の案件は位置図が２３ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保明ヶ島地内、関市上之保事務所の北北西３０３０ｍほどに位置す

る登記地目が畑、現況地目が宅地、１０７㎡です。 

譲受人は、愛知県に居住しており、田舎暮らしに憧れ、今回申請地を取得し、自己用の住宅を建

築したいというもの。譲渡人は、岐阜市に在住し、相続した土地等の管理が困難であったところ、

今回、譲受人からの申し出があり譲り渡すものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、宅地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種

農地と判断します。 

１７番の案件は位置図が２４ページになります。 

所有権移転で申請地は、上之保明ヶ島地内、関市上之保事務所の北北西３０３０ｍほどに位置す

る登記地目が宅地、現況地目が畑、１６４．０２㎡です。 

譲受人は、愛知県に居住しており、田舎暮らしに憧れ、今回申請地を取得し、自己用の駐車場を

整備したいというもの。譲渡人は、岐阜市に在住し、相続した土地等の管理が困難であったところ、

今回、譲受人からの申し出があり譲り渡すものです。 

１１月５日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しました。 

隣接農地の承諾書の添付があります。 

農地の区分は、周辺に代替地がなく、第２種以外の農地に該当しないと考えられるため、第２種

農地と判断します。 
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以上、所有権移転に関するもの１１件、賃貸借権の設定に関するもの４件、使用貸借権の設定に

関するもの１件の計１６件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君）  事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○  ２番（大竹 誠君） １番について異議ありません。 

○  ４番（粟倉秀夫君） ２番について異議ありません。 

○  ９番（沼田久男君） ４番について異議ありません。 

○ １０番（天野邦男君） ５番について異議ありません。 

○ １１番（兼村正美君） ６番について異議ありません。 

○ １２番（石木治男君） ７番について異議ありません。 

○ １３番（篠田権三君） ８番、９番について異議ありません。 

○ １４番（村井雅之君） １０番について異議ありません。 

○ １６番（山本 武君） １１番について異議ありません。 

○ １７番（足立孝弘君） １２番、１３番について異議ありません。 

○ ２４番（相宮千秋君） １４番について異議ありません。 

○ ３０番（藤川 勝君） １５番について異議ありません。 

○ ３４番（長尾初枝君） １６番、１７番について異議ありません。 

○議長（深川俊朗君） これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第３号の１６件について、原案のと

おり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 以上、議案第３号の所有権移転に関するもの１１件、賃貸借権の設定に関するもの４件、使用貸

借権の設定に関するもの１件の計１６件につきまして、岐阜県知事に進達することといたします。 

 続きまして、議案第４号 農地の買受適格証明につきまして事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）議案第４号 民事執行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買

受適格証明願いがありましたので、意見を求めます。 

議案は１２ページになります。 

１番の案件は位置図が２５ページになります。 

申請地は、西田原地内、交告歯科医院の北東１２０ｍほどに位置する農振農用地である田、 

２１３９㎡です。 

申請人は、競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年１月７日から１月１４日までです。 

１１月５日に現地確認をし、田で農地性ありと確認しました。 

２番の案件は位置図が２５ページになります。 

申請地は、西田原地内、交告歯科医院の北東１２０ｍほどに位置する農振農用地である田、 

２１３９㎡です。 

申請人は、競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年１月７日から１月１４日までです。 

１１月５日に現地確認をし、田で農地性ありと確認しました。 

３番の案件は位置図が２５ページになります。 
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申請地は、西田原地内、交告歯科医院の北東１２０ｍほどに位置する農振農用地である田、 

２１３９㎡です。 

申請人は、競売地を取得して、農業経営の拡大をしたいというものです。 

競売の入札期間は、平成２６年１月７日から１月１４日までです。 

１１月５日に現地確認をし、田で農地性ありと確認しました。 

以上、３件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたが、私から質問します。買受人が不動産

業者なのですが、実際に農業をしているのでしょうか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）申請書に機械を所有している旨が記されているのでそのように

解釈しています。 

○  議長（深川俊朗君）実際に農業機械を所有しているか確認されるべきではないか 

○ １０番（天野邦男君）決められた下限面積の農地を保有し法的に違法ではないので、申請の

許可はやむを得ない状況となります 

○  議長（深川俊朗君）それでは、今回につきましては適格と判断してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 議案第４号の農地の買受適格証明について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議の

ない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の３件を原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、議案第５号 農用地利用集積計画の承認につきまして事務局からの説明を求めます。 

○課長補佐（長尾成広君）議案第５号 関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１３ページになります。 

賃貸借権の設定に関するもの９筆、使用貸借権の設定に関するもの５筆 計１４筆の１０件につい

て、承認を求められています。 

更新が２筆、新規が１２筆で、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

地目は、田が１４筆で、計２１５０８㎡です。  

地区は、小野、千疋、広見、武芸川町谷口、上之保の５地区です。 

設定を受ける者は、農事組合法人 小野集落営農組合ほか計４者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

 ○  議長（深川俊朗君） 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑の

ある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第５号の農用地利用集積計画につい

て、原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出について事務局からの説明を求

めます。 

○課長補佐（長尾成広君）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸者の合意

解約の届出について、説明させていただきます。 
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今回１件の届出があります。 

議案は１５ページになります。 

番号１の案件は賃借人が長尾金義、富之保地内の農振農用地内の田、２筆５６６㎡です。 

 合意解約日及び土地引き渡し日は、平成２５年１０月２７日です。 

以上報告させていただきます。 

○議長（深川俊朗君）この関係につきまして何かご意見はありますでしょうか。 

特にないようですので、このまま許可します。 

以上をもちまして議案の審議は全て終了いたしました。その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）次回の総会は１月８日午後２時から６階大会議室で開催予定です

のでよろしくお願いします。 

○議長（深川俊朗君）これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でした。 

午前１０時５０分 閉会 
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